
 

 

三条市農業委員会総会議事録 

 

 

日  時  平成２３年１０月３１日 午前９時３０分 

場  所  三条市役所 本庁舎４階全員協議会室 

 

会議に付した議題 

      議第 １号 農用地利用集積計画について                

      議第 ２号 農地法第３条の規定による許可申請について         

      議第 ３号 事業計画変更承認申請について               

      議第 ４号 農地法第４条の規定による許可申請について         

      議第 ５号 農地法第５条の規定による許可申請について         

      議第 ６号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願いについて      

      議第 ７号 農地の競売（買受）適格者証明願いについて         

 

報告事項  報第 １号 第２調査部会の調査結果報告について            

      報第 ２号 農政対策部会の結果結果報告について            

      報第 ３号 あっせん譲受等候補者名簿の登載について          

      報第 ４号 基盤強化法の解約通知について               

      報第 ５号 使用貸借の解約通知について                

      報第 ６号 農地潰廃通報について                   

      報第 ７号 作付変更について                     

      報第 ８号 農地法第３条の３第１項の届出について           

 

その他 

 

出席委員  ３３名 

       １番 斉 藤 信 一 委員   ２番 小 林 六 一 委員 

       ３番 村 井 善一郎 委員   ４番 大 桃 惣一郎 委員 

       ５番 佐 藤   満 委員   ６番 金 子 良 助 委員 

       ７番 鶴 巻 純 一 委員   ８番 刈 屋 一 夫 委員 

      １０番 坂 井 和 弘 委員  １１番 藤 田 吉 則 委員 

      １２番 大 橋 正 臣 委員  １３番 山ノ内   正 委員 

      １４番 川 勝   勳 委員  １５番 金 子 純 一 委員 

      １６番 大 竹 一 雄 委員  １７番 野 水 敏 秋 委員 



 

 

      １８番 高 山   博 委員  ２０番 森 山   昭 委員 

      ２１番 西   光 明 委員  ２２番 野 崎 文 夫 委員 

      ２３番 大 竹 正 信 委員  ２４番 小 師   勉 委員 

      ２５番 五十嵐 俊 雄 委員  ２６番 鶴 巻 俊 樹 委員 

      ２７番 武 石 栄 二 委員  ２８番 安 達 英 作 委員 

      ２９番 村 山 佐喜雄 委員  ３０番 佐々木 包 茂 委員 

      ３１番 長谷川 清 一 委員  ３２番 清 水   栄 委員 

      ３３番 熊 倉   睦 委員  ３４番 神子島   巖 委員 

      ３５番 佐 藤 裕 雄 委員                 

 

欠席委員   １名 

      １９番 安 達   宰 委員                 

 

職務のため出席した事務局職員 

      事 務 局 長           金 子 正 敏 

      事 務 局 次 長           石 崎   亮 

      経営基盤係副参事   麦 倉 政 勝 

      農 地 係 副 参 事           竹 石 正 弘 
 

                       午前９時３０分 開会及び開議    

議長（大桃会長） 

  それでは、ただいまから定例会を開催いたします。出席状況を申し上げます。定員３

５名のところ、現在員３４名、欠員１名、出席３３名、欠席１名で会議が成立いたしま

す。 

  なお、議事録の署名につきましては、定めにより私から指名いたします。１７番、野

水委員、３５番、佐藤委員、両名を指名いたしますので、よろしくお願いを申し上げま

す。 

 

議長（大桃会長） 

  それでは、早速議事に入ります。 

  議第１号『農用地利用集積計画について』を議題といたします。 

  事務局、説明願います。 

事務局（金子事務局長） 

  それでは、議第１号『農用地利用集積計画について』ご説明申し上げます。 

  今月の申請は、５ページにありますように、新規設定４件、３万８３１㎡、再設定２

０件、１０万５，８２１．３７㎡、所有権移転が５件、１万２，６６３㎡であります。

合計では２９件、１４万９，３１５．３７㎡であります。 



 

 

  戻りまして、１ページをご覧願います。議案中の６３番は、牛ケ島の農地４筆、３，

９９１㎡をあっせんによる売買により取得したいものであります。価格は１０アール当

たり約２２５万円であります。 

  ６４番は、原の農地２筆、３，０５８㎡をあっせんによる売買により取得したいもの

であります。価格は、１０アール当たり約３９万円であります。 

  ６５番は、長野の農地１筆、２，７８３㎡をあっせんによる売買により取得したいも

のであります。価格は、１０アール当たり２５万円であります。 

  ６６番は、長野の農地１筆、３３６㎡をあっせんによる売買により取得したいもので

あります。価格は、１０アール当たり約９万円であります。 

  ６７番は、長野の農地１筆、２，４９５㎡をあっせんによる売買により取得したいも

のであります。価格は、１０アール当たり２５万円であります。 

  ６８番は、吉田ほかの農地４筆、８，７５７㎡を新規により１０年間利用権設定する

ものであります。 

  ６９番は、井栗ほかの農地９筆、１万６９４㎡を新規により１０年間利用権設定する

ものであります。 

  ７０番は、柳葉新田の農地４筆、１，９８２㎡を新規により１０年間利用権設定する

ものであります。 

  ７１番は、川通中町の農地１筆、９，３９８㎡を新規により１０年間利用権設定する

ものであります。 

  次の７２番から５ページの９１番までの２０件は、再設定でありますので、省略させ

ていただきます。 

  なお、いずれも書類確認及び経営面積、従事日数など、農業経営基盤強化促進法第１

８条第３項の各要件を満たしております。 

  以上であります。 

議長（大桃会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に入る前に先日調査部会で調査をいただいておりますので、その結果

報告を願います。 

  第２調査部会長さんは、西代理の隣に着席願います。 

 

第２調査部会長（３１番長谷川清一委員） 

  それでは、第２調査部会の調査結果についてをご報告いたします。 

  第２調査部会では、１０月２５日午前９時から厚生福祉会館第２集会室におきまして、

部会員と大桃会長、西会長代理出席のもと会議を開催いたしました。 

  事務局より日程説明、議案説明を受け、全案件について意見決定を経て、午前１１時

１５分に閉会いたしました。 



 

 

  ただいま意見が求められております議第１号『農用地利用集積計画について』は、新

規設定４件、再設定２０件、所有権移転５件、合計件数２９件、面積にして１４万９，

３１５．３７㎡で、書類審査及び事務局から詳細説明を受け、いずれも経営面積、従事

日数など、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、全件許可

相当といたしました。 

  以上です。 

 

議長（大桃会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。 

  ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第１号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおりに決するにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」の声あり。） 

議長（大桃会長） 

  それでは、異議ないものと認めます。 

 

議長（大桃会長） 

  続きまして、議第２号『農地法第３条の規定による許可申請について』を議題といた

します。 

  なお、２２番、野崎委員は農業委員会等に関する法律第２４条の規定に基づく議事参

与の制限により本議案の終了まで退席を願います。 

    （午前９時４５分 ２２番野崎文夫委員退席） 

議長（大桃会長） 

  事務局、説明願います。 

事務局（金子事務局長） 

  それでは、議第２号『農地法第３条の規定による許可申請について』ご説明申し上げ

ます。 

  今月の申請は、８ページにありますように１１件の申請で、合計５万３，１８４㎡で

あります。 

  それでは、戻りまして６ページの３３番から順にご説明申し上げます。 

  議案中の３３番は、大宮新田地内の農地３筆、２，８９７㎡を譲り受け人が経営規模

の拡大を図るため、売買により取得するものであります。価格は、１０アール当たり約

２５０万円であります。 

  ３４番は、大宮新田地内の農地１筆、１，１２７㎡を譲り受け人が農業経営規模の拡

大を図るため、売買により取得するものであります。価格は、１０アール当たり約２５

０万円であります。 



 

 

  ３５番は、大宮新田地内の農地１筆、２，０２３㎡を譲り受け人が経営規模の拡大を

図るため、売買により取得するものであります。価格は、１０アール当たり約２００万

円であります。 

  ３６番は、吉田地内の農地１筆、４２㎡を譲り受け人が経営の拡大を図るため、売買

により取得するものであります。価格は、１０アール当たり約５１０万円であります。 

  ３７番は、吉田地内の農地１筆、６９㎡を譲り受け人が経営規模の拡大を図るため、

売買により取得するものであります。価格は、１０アール当たり約５１０万円でありま

す。 

  ３８番は、吉田地内の農地５筆、５５７㎡を譲り受け人が経営規模の拡大を図るため、

売買により取得するものであります。価格は、１０アール当たり約８０万円であります。 

  ３９番は、中曽根新田地内の農地１筆、１，６２９㎡を譲り受け人が農業経営規模の

拡大を図るため、売買により取得するものであります。価格は、１０アール当たり１０

０万円であります。 

  ４０番は、中曽根新田地内ほかの農地３筆、９，２１４㎡を譲り受け人が経営規模の

拡大を図るため、売買により取得するものであります。価格は、１０アール当たり１０

０万円であります。 

  ４１番は、曲渕３丁目地内の農地１筆、９９１㎡を譲り渡し人が経営規模の若返りを

図るため、同一世帯内贈与するものであります。 

  ４２番は、上保内地内の農地４７筆、１万９，９９７㎡を経営の若返りを図るため、

同一世帯内後継者が２０年間使用貸借権を設定するものであります。 

  ４３番は、大島地内ほかの農地２０筆、１万４，６３８㎡を経営の若返りを図るため、

同一世帯内後継者が２０年間使用貸借権を設定するものであります。 

  以上、１１件が今月申請分であります。 

  なお、いずれも書類及び現地確認、取得後のすべての農地を利用すること、機械、労

働力、技術、通作距離、下限面積を超えていることなどから、許可要件をすべて満たし

ております。 

  以上であります。 

議長（大桃会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果報告を願います。 

 

第２調査部会長（３１番長谷川清一委員） 

  議第２号『農地法第３条の規定による許可申請について』は、売買によるもの８件、

贈与によるもの１件、使用貸借によるもの２件、合計件数１１件、面積にして５万３，

１８４㎡で、現地調査を含む書類審査及び事務局の現地確認結果など、詳細説明を受け、

いずれも譲り受け人の経営面積や機械、労働力、技術、通作距離、下限面積などの許可



 

 

要件をすべて満たしており、全件許可相当といたしました。 

  以上です。 

 

議長（大桃会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。 

  発言がないようですので、お諮りをいたします。議第２号につきましては、ただいま

調査部会長の調査結果報告のとおりに決するにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」の声あり。） 

議長（大桃会長） 

  それでは、異議ないものと認めます。 

    （午前９時５２分 ２２番野崎文夫委員着席） 

 

議長（大桃会長） 

  続きまして、議第３号『事業計画変更承認申請について』を議題といたします。 

  事務局、説明願います。 

事務局（金子事務局長） 

  それでは、議第３号『事業計画変更承認申請について』ご説明申し上げます。 

  今月の申請は、１０ページにありますように６件、１万３，１２８㎡であります。 

  戻りまして、９ページをご覧願います。 

  議案中の１２番は、福島新田地内の土地３筆、１，９３８㎡について、賃借権の設定

により、変更目的を農産物直売所１棟及び駐車場２６台分として利用したいものです。

場所につきましては、国道８号線セブンイレブン中越栄善久寺店南側付近で、農地区分

は第３種農地に該当しております。 

  １３番は、柳川新田地内の土地５筆、６，０６４㎡について、当初事務所、倉庫建築

敷地等として計画しましたが、その後隣接地の譲り受けが可能になり、本社もあわせて

移転、一体利用することとし、事業計画変更したいものであります。場所につきまして

は、ＪＡにいがた南蒲三条車輌センター北側付近で、農地区分は第２種農地に該当して

おります。 

  １４番は、柳川新田地内の土地１筆、１，９６６㎡について、売買により取得し、変

更目的を貸倉庫１棟、駐車場及び通路敷地に利用したいものです。土地の売買価格は、

１㎡当たり約２万円であります。場所につきましては、景雲工業団地南側付近で、農地

区分は第３種農地に該当しております。 

  １５番は、北野新田地内の土地２筆、１，７６８㎡について、売買により取得し、変

更目的を貸倉庫１棟と駐車場６台分敷地に利用したいものです。土地の売買価格は、１

㎡当たり約６，５００円であります。場所につきましては、集落内の天満宮付近で、農



 

 

地区分は第１種農地に該当しております。 

  １６番は、嘉坪川１丁目地内の土地１筆、６４５㎡について、売買により取得し、変

更目的を住宅１棟、駐車場４台分敷地に利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡

当たり約４万４，０００円であります。場所につきましては、第２中学校北側付近で、

農地区分は第３種農地に該当しております。 

  １７番は、福島新田地内の土地２筆、７４７㎡について、当初国道８号線拡幅に伴う

工場移転用地として取得しましたが、その後拡幅事業が進まず、また経済状況の悪化に

より工場移転が困難になったため、事業計画変更し、関連商品の薪ストーブのショール

ーム及び駐車場６台分として利用したいものです。場所につきましては、国道８号線セ

ブンイレブン中越栄善久寺店南側付近で、農地区分は第３種農地に該当しております。 

  なお、いずれも書類及び現地確認し、立地基準及び一般基準などの要件をすべて満た

しております。 

  以上であります。 

議長（大桃会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果報告を願います。 

 

第２調査部会長（３１番長谷川清一委員） 

  議第３号『事業計画変更承認申請について』は、件数にして６件、面積にして１万３，

１２８㎡で、１２番、１３番、１４番、１５番の現地調査を含む書類審査及び事務局の

現地確認結果など、詳細説明を受け、立地基準及び一般基準を満たしており、承認相当

といたしました。 

  以上です。 

 

議長（大桃会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。 

  ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第３号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおりに決するにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」の声あり。） 

議長（大桃会長） 

  それでは、異議ないものと認めます。 

 

議長（大桃会長） 

  続きまして、議第４号『農地法第４条の規定による許可申請について』を議題といた

します。 



 

 

  事務局、説明願います。 

事務局（金子事務局長） 

  それでは、議第４号『農地法第４条の規定による許可申請について』ご説明申し上げ

ます。 

  今月の申請は、１１ページに記載してありますように１件の申請で、合計１１３㎡で

あります。 

  議案中の１１番は、戸口地内の農地１筆、１１３㎡を車庫、物置１棟建築敷地に利用

したいものです。場所につきましては、戸口集会所西側付近で、農用地区分は第３種農

地に該当しております。 

  なお、書類及び現地確認し、立地基準及び一般基準などの許可要件をすべて満たして

おります。 

  以上であります。 

議長（大桃会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果報告を願います。 

 

第２調査部会長（３１番長谷川清一委員） 

  議第４号『農地法第４条の規定による許可申請について』は、件数にして１件、面積

にして１１３㎡で、書類審査及び事務局の現地確認結果など、詳細説明を受け、立地基

準及び一般基準を満たしており、許可相当といたしました。 

  以上です。 

 

議長（大桃会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。 

  ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第４号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおりに決するにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」の声あり。） 

議長（大桃会長） 

  それでは、異議ないものと認めます。 

  なお、ただいま許可相当とした案件については、県農業会議へ諮問し、答申があった

後に許可といたします。 

 

議長（大桃会長） 

  続きまして、議第５号『農地法第５条の規定による許可申請について』を議題といた

します。 



 

 

  事務局、説明願います。 

事務局（金子事務局長） 

  それでは、議第５号『農地法第５条の規定による許可申請について』ご説明申し上げ

ます。 

  今月の申請は、１４ページに記載してありますように１１件の申請で、合計１万１，

９５１㎡であります。 

  それでは、戻りまして１２ページの４７番から順にご説明いたします。 

  議案中の４７番、４８番、４９番、５０番は、先ほどの事業計画変更承認申請後の農

地法第５条の許可申請でありますので、説明を省略させていただきます。 

  ５１番は、柳川新田地内の農地２筆、２，０２２㎡を売買により取得し、本社事務所、

倉庫１棟及び駐車場６４台分敷地に利用したいものであります。土地の売買価格は、１

㎡当たり約４，０００円であります。場所につきましては、ＪＡにいがた南蒲三条車輌

センター北側付近で、農地区分は第２種農地に該当しております。 

  ５２番は、月岡４丁目地内の農地１筆、１，３０３㎡を売買により取得し、貸資材置

場に利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約８，０００円であります。

場所につきましては、月岡公民館南側付近で、農用地区分は第３種農地に該当しており

ます。 

  ５３番は、月岡２丁目地内ほかの農地７筆、１，３０３㎡を売買により取得し、貸資

材置場に利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約９，０００円でありま

す。場所につきましては、市営月岡百刈住宅南側付近で、農用地区分は第３種農地に該

当しております。 

  ５４番は、東新保地内の１筆、１００㎡を賃借権の設定により携帯基地局建設仮設ヤ

ードとして、許可日から平成２４年１月３１日までの一時転用として利用したいもので

す。場所につきましては、三条駅東側付近で、農用地区分は第３種農地に該当しており

ます。 

  ５５番は、嘉坪川２丁目地内の農地１筆、１７８㎡を売買により取得し、住宅１棟建

築敷地に利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約４万３，０００円であ

ります。場所につきましては、市立嘉坪川保育所北側付近で、農用地区分は第３種農地

に該当しております。 

  ５６番は、柳沢地内の農地１筆、３４０㎡を売買により取得し、住宅１棟建築敷地に

利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約１万５，０００円であります。

場所につきましては、県立テクノスクールグラウンド南側付近で、農用地区分は第３種

農地に該当しております。 

  ５７番は、西本成寺地内の農地１筆、３８８㎡を売買により取得し、住宅１棟建築敷

地に利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約１万１，０００円でありま

す。場所につきましては、本成寺中学校北側で、農用地区分は第３種農地に該当してお



 

 

ります。 

  なお、いずれも書類及び現地確認し、立地基準及び一般基準などの要件をすべて満た

しております。 

  以上であります。 

議長（大桃会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果報告を願います。 

 

第２調査部会長（３１番長谷川清一委員） 

  議第５号『農地法第５条の規定による許可申請について』は、件数にして１１件、面

積にして１万１，９５１㎡で、４７番、４８番、４９番、５１番、５２番、５３番の現

地調査を含む書類審査及び事務局の現地確認結果など、詳細説明を受け、いずれも立地

基準及び一般基準を満たしており、全件許可相当といたしました。 

  以上です。 

 

議長（大桃会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。 

  ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第５号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおりに決するにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」の声あり。） 

議長（大桃会長） 

  それでは、異議ないものと認めます。 

  なお、ただいま許可相当とした案件については、県農業会議へ諮問し、答申があった

後に許可といたします。 

 

議長（大桃会長） 

  続きまして、議第６号『相続税の納税猶予に関する適格者証明願いについて』を議題

といたします。 

  事務局、説明願います。 

事務局（金子事務局長） 

  それでは、議第６号『相続税の納税猶予に関する適格者証明願いについて』ご説明申

し上げます。 

  今月の申請は、１５ページに記載してありますように１件であります。 

  議案中の番号１番は、被相続人は平成２３年１月１０日死亡され、相続人５人で協議

の結果、平成２３年９月１６日、遺産分割協議が成立しました。農地の相続面積は、田



 

 

畑合わせて８，７６３㎡中、今回の相続税の納税猶予に関する適格者証明願いが出され

ました農地は５，６９４．４１㎡で、農地として適正管理されております。 

  以上であります。 

議長（大桃会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果報告を願います。 

 

第２調査部会長（３１番長谷川清一委員） 

  議第６号『相続税の納税猶予に関する適格者証明願いについて』は、件数にして１件、

１名の申請について、書類審査及び事務局の現地確認結果など、詳細説明を受け、すべ

てを農地として適正管理されており、適格者証明願いは適当と判断いたしました。 

  以上です。 

 

議長（大桃会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。 

  ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第６号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおりに適格者として証明を与えることにご異議ござい

ませんか。 

         （「異議なし」の声あり。） 

議長（大桃会長） 

  それでは、異議ないものと認めます。 

 

議長（大桃会長） 

  続きまして、議第７号『農地の競売（買受）適格者証明願いについて』を議題といた

します。 

  事務局、説明願います。 

事務局（金子事務局長） 

  それでは、議第７号『農地の競売（買受）適格者証明願いについて』ご説明申し上げ

ます。 

  今月の申請は、１６ページに記載してありますように１件であります。 

  議案中の売却区分番号三条６―２番は、公売となる土地は福島新田の農地１筆、３，

８０９㎡で、農振地域内の農用地区域内農地であります。公売日は平成２３年１１月７

日から１８日。見積価格は２６７万円であります。公売参加願い出者は１名で農業の方

で、経営規模拡大を図るため願い出されたものであります。場所につきましては北陸自

動車道栄パーキング西側付近の農地であります。 



 

 

  なお、書類及び現地確認、取得後のすべての農地を利用すること。機械、労働力、技

術、通作距離、下限面積を超えているなどから、許可要件をすべて満たしております。 

  以上であります。 

議長（大桃会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果報告を願います。 

 

第２調査部会長（３１番長谷川清一委員） 

  議第７号『農地の競売（買受）適格者証明願いについて』は、件数にして１件、１名

の申請について書類審査及び事務局の現地確認結果など、詳細説明を受け、証明願い出

者の経営面積や機械、労働力、技術、通作距離、下限面積などの許可要件をすべて満た

しており、適格者証明願いは適当と判断いたしました。 

  以上です。 

 

議長（大桃会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。 

  ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第７号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり適格者として証明を与えることにご異議ございま

せんか。 

         （「異議なし」の声あり。） 

議長（大桃会長） 

  それでは、異議ないものと認めます。 

  なお、適格者証明書の交付を受けた者が最高競落人となり、農地法第３条申請書を提

出された場合、証明書の交付時と事情が異なっていると認めた場合を除き、許可相当と

することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」の声あり。） 

議長（大桃会長） 

  それでは、異議ないものと認めます。 

  第２調査部会長さん、自席のほうへお願いします。大変ありがとうございました。 

  以上で議事が終わりましたので、報告事項に移ります。 

  報第１号につきましては、ただいま議事の中で報告をいただいておりますので、省略

をいたします。 

 

議長（大桃会長） 

  それでは、報第２号『農政対策部会の結果報告について』を部会長より報告を願いま



 

 

す。 

  農政対策部会長さんは、西代理の隣に着席を願います。 

 

農政対策部会長（１２番大橋正臣委員） 

  それでは、ご指名でございますので、私のほうから先日行われました農政対策部会の

審議結果についてご報告をさせていただきます。 

  農政対策部会は、去る９月の総会で付託を受けました平成２４年度三条市農林関係予

算の要望についてを審議するため、去る１０月の１３日に会長と農政対策部会の正副部

会長で打ち合わせ会議を行い、市長への要望項目を整理をいたしました。 

  そして、１０月２０日午後２時から厚生福祉会館第２集会室で農政対策部会を開会し、

この付託案件を審議いたしました。 

  その結果、お手元に配付してあります報第２号の資料のとおり、１１項目を精査し、

市長に要望することといたしました。 

  本年度は、７月の新潟福島豪雨災害についての対応で早く作付ができるよう努めてい

ただくこと。 

  また農地を適正に管理するためには農道、水路などの整備が重要であり、多くの要望

があるにもかかわらず十分にこたえられていないのが現状であります。要望にこたえら

れるよう十分な予算措置をすること。 

  また果樹の病害虫対策やカラス、猿などの有害鳥獣防除対策費についてや、私たち農

業委員の報酬引き上げを行うこと。 

  農業経営が一段と厳しい状況となっておりますので、農業を活性化させるためにも生

産調整にかかわる大豆、ソバ、加工用米などの戦略作物への三条市独自の柱となる支援

を市長に強く要望してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

  なお、この要望につきましては、来る１１月の１１日午前９時１５分に大桃会長さん、

西会長代理さん、農政対策部会の正副部会長３人、それに議会議員の森山委員さん、武

石委員さんからもご同行いただき、計７名で市長に面会して提出する予定でございます。 

  その他で、農政対策部会では農業経営基盤強化促進事業の農用地の所有権移転に係る

あっせん基準の取り扱いの最少面積についてを議題といたしまして、審議いたしました。

あっせん基準では、５アールをあっせん最少面積と定めております。しかし、この５ア

ールにこだわりますと１圃場の中が分筆され、数人の所有者がいて、１筆が５アール以

下の場合は隣接地が取得できないことがあります。また、１圃場が東北電力の高圧電線

の関係で細かく分筆されている場合など、５アールの農地が集まって現地は１圃場とな

っているが、あっせんができないなどが想定されます。これらは、経営基盤拡大や隣接

地を取得した効率的な農作業の農地集積の弊害となると考えられることから、ただしと

して、対象地が最少面積基準以下でも現耕作地と面的に接し、５アール以上となる場合

及び小面積を合算し、５アール以上になる場合はこの限りでないの申し合わせ事項をつ



 

 

け、適用年月日を平成２３年１０月１日からといたしました。 

  以上で農政対策部会の報告を終わらせていただきます。 

 

議長（大桃会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、報告の中でご質問がございましたら、ご発言をいただきたいと思います。 

  それでは、ご発言がないようですので、「農政対策部会の結果報告について」終わり

ます。 

  農政部会長さんは、自席のほうへお戻りください。ありがとうございました。 

 

議長（大桃会長） 

  続きまして、報第３号から報第８号まで続けて事務局より報告を願います。 

事務局（金子事務局長） 

  （別添報告書により説明） 

議長（大桃会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、報告の中でご質問がございましたら、ご発言をいただきたいと思います。 

  ご発言がないようですので、報告事項を終わります。 

  来月の調査部会開催案内をお願いいたします。 

第３調査部会長（６番金子良助委員） 

  それでは、来月、１１月２５日、第３調査部会を開催したいと思いますので、厚生福

祉会館第２集会室でございます。関係委員の方、よろしくお集まりいただきたいと思い

ます。 

  以上です。 

議長（大桃会長） 

  ありがとうございました。 

  なお、来月の総会は３０日を予定しております。水曜日９時半よりということでござ

います。 

  それでは、長時間にわたってご審議をいただきまして、大変ありがとうございました。 

  以上をもちまして定例総会を閉会といたします。 

  大変ご苦労さまでございました。 

                          午前１０時２１分 閉会   
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